


送達

1 送達総論
送達の種類

新法では、既存の送達すべき対象が書類である送達を「書類の送達」とい

うこととした上で、新たに「電磁的記録の送達」に関する条項が設けられま

した。その上で、送達に関する条項を「第1款　総則」、「第2款　書類の送

達」、「第3款　電磁的記録の送達」、「第4款　公示送達」の各款に分けて規定

するなどの整備が行われました。

送達の種類を大別すると、以下の表のようになります。

通常の送達方法 通常の送達方法では 
送達できない場合

書類の送達
裁判所書記官による交付送達

郵便による送達

執行官送達

付郵便送達

公示送達

電磁的記録
の送達

出力書面による送達

⇒書類の送達と同様の方法

 裁判所書記官による交付送達

 郵便による送達

 執行官送達

付郵便送達（※）

公示送達（※）

システム送達 該当なし（※※）

※システム送達が可能な場合を除く。
※※ システム送達ができる場合には、期間経過により送達の効力が発生するため、通常の送達方法
では送達できない場合が想定されない（法109条の3第1項3号参照。175頁参照）。

以下では、上記の各款の別に従って、それぞれを説明することとし、この

「送達総論」では、「第1款　総則」に規定される事項を中心に説明します。

送達の主体

送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権で行います（法98条
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そして、当事者等識別符号を付与された者は、暗証符号を設定し
た上で、遅滞なく、オンラインで、当該暗証符号を最高裁判所に届
け出る必要があります。

column 電子申立て等の場合には押印は不要に
新法では訴訟記録の電子化が行われたことに伴い、電子申立て等
の場合には、当事者又は代理人の押印は不要となります。
すなわち、規則2条1項では、当事者又は代理人が裁判所に提出
すべき書面には、訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書
面の場合には当事者又は代理人が記名・押印することとされていま
すが、電子申立て等がされる場合には、法132条の10第4項により
上記の押印は不要となり、その代わりに、規則52条の11で定めると
ころにより「氏名又は名称を明らかにする措置」を講じることにな
り、具体的には当該申立て等をする者が当事者等識別符号及び暗証
符号を入力することになります。
もっとも、電子申立て等をする場合には、通常、申立て等に係る
文書を文書作成ソフトウエアで作成し、PDF化して裁判所システム
を使用して提出することが想定されるところ、代理人弁護士が当該
文書を作成した後に（押印不要であるとしても、なお）一旦印刷した
上で職印を押印してからPDF化することも考えられます。これは、
押印には、どの書面（PDFファイル）が裁判所に提出した最終版（確
定版）であるかを示す役割（機能）もあるためです。

column 本人サポートのための第三者（サポータ）
コンピューターの操作に不慣れな当事者本人が（弁護士を訴訟代理

人として選任しない場合に）電子申立て等を行うための本人サポート
の具体的な方法として、当該当事者本人から依頼を受けた第三者が
いわゆる「サポータ」として当該当事者本人の代わりに裁判所シス
テムの操作を行うことが考えられます。このサポータは、訴訟代理
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電子申立て等の具体的方法等

ア 裁判所システムを使用して電子申立て等をする具体的方法
裁判所システムを使用して電子申立て等をする具体的方法は、規則52条の

9に定めがあります。

すなわち、電子申立て等をする者は、最高裁判所の細則で定めるところに

より、自らの使用するコンピューターから当該申立て等に係る書面等に記載

すべきこととされている事項を入力する方法により行うものとされています

（同条1項）。ここでいう「最高裁判所の細則」は執筆時点ではまだ公表されて

おりませんが、上記「入力する方法」として裁判所システム上でのフォーム

入力方式や電磁的記録のアップロード方式が想定されているところ、当該細

則において、アップロード方式による場合のファイル形式（PDF形式など）、

規格（出力した場合における用紙の大きさを日本産業規格A4又はA3とすること）、

ファイルサイズの上限などが定められる見込みです。

そして、電子申立て等をしようとする者は、自らのコンピューターから裁

判所システムにアクセスした上で、当事者等識別符号及び暗証符号を入力し

ます（同条2項）。なお、数人が共同して電子申立て等をする場合（例えば、

数人の原告が共同して訴えを提起する場合など）の取扱いについては、同条3項

に規定されています（後掲のコラム「数人が共同して電子申立て等をする場合」

参照）。

電子申立て等をする者は、当該電子申立て等を行う際に、システム送達を

受ける旨の届出（172頁参照）をする必要があります（ただし、既に当該届出が

されている場合は、不要です。同条4項）。

そして、当事者に10人を超える訴訟代理人があるとき（いわゆる集団訴訟な

どにおいて想定されます。）は、当該訴訟代理人は、特別の事情がある場合を

除き、その中から10人を超えない範囲内で、裁判所システムの使用を担当す

る訴訟代理人を定める必要があります（規則52条の13）。

column 数人が共同して電子申立て等をする場合
数人が共同して電子申立て等をする場合、当事者等識別符号及び
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